
 

 

「学校施設整備基本構想･基本計画」の素案について 

請願書を提出します         

―多くの市民の声を、市に届けましょう―  
 

Q：請願の趣旨は？ 

A：「学校施設整備基本構想・基本計画」（以下、「基本構想・基本計画」と表記） 

策定において、素案の公表及び素案段階での市民説明会やパブリックコメントの実施 

を求めるための請願です。 

 

Q：請願の理由は？ 

A:「基本構想・基本計画」は、重要な構想・計画であり、市民参加の十分な手続き 

を踏む必要がある。※ ところが、新しい学校づくり検討会のスケジュールによると、 

「基本構想・基本計画」策定について、素案段階での市民説明会やパブリックコメ 

ントの実施はなく、広く市民の意見を聞く機会を設けず、計画決定後に報告会の開 

催とのこと。 対話のまちづくりを推進する市の姿勢に反しないようにしたい。 

 

※「牧之原市政への市民参加に関する条例」（第５条、第６条、第７条）にもあるよ 

うに、学校施設整備では、児童生徒や PTAをはじめ多くの地域住民が利用する施設 

となっている。また、多大な整備費用・市税が支出される。  

〈条例に関する資料は裏面に記載しました．お読みください〉 

 

・牧之原市民のみの請願です。 

・締め切り １１月２０日（月） 

                郵送の場合は １１月１７日（金）までに投函してください。 

・市民の会ホームページに請願書と署名用紙が添付してあります。 

 

 

◇「市民の会 小さな報告＆おしゃべり会」日程のお知らせ (申し込み不要) 

①１１月１３日（月）１３：３０～  凜･百花春(中川宅) 

②１１月１７日（金）１９：００～  菅山農就センター 

③ 片浜地区調整中 

☆開催の希望があれば連絡をください。お友だちやサークルで、 

少人数(１人の方も相談に応じます)で開催できます。 

 

 

牧之原市の小中一貫校（義務教育学校）を考える 

市民の会通信 

 

第９号 ２０２３，１１ 
 

問い合わせ：℡ ０９０ ３５８７ ３０３９（中川） 

その他お知らせは、市民の会の「ホームページ・facebook・公式 LINE」をご覧ください。 

 

 

ホームページ 公式 LINE 

署名のお願い 



○牧之原市政への市民参加に関する条例 

(市民参加手続の対象) 

第 5条 市民参加手続の対象となる事項(以下「対象事項」という。)は、次のとおりとする。 

(1) 市の総合計画その他基本的な事項を定める計画の策定又は変更 

(2) 市民に負担若しくは義務を課し、若しくは市民の権利を制限する条例の制定又は改廃 

(3) 市民生活に重大な影響を与える制度の導入又は改廃 

(4) 広く市民が利用する大規模な公共施設の設置に関する基本計画及びその利用や運営に関する方

針の策定又は変更 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める行政活動 

 

(市民参加手続) 

第 6条 市民参加手続は、次のとおりとする。 

(1) パブリックコメント(市民意見提出手続。事前に案を広く市民に説明し、それに対する市民の意見を十

分に聴くことをいう。) 

(2) 市民意識調査(市が広く市民意識の傾向を把握、分析する必要が生じたときに、調査項目を設定し、

一定期間内に市民から回答を求めることをいう。) 

(3) 意見交換会(施策の趣旨や内容などを説明し、市民の意見等を聴取する集会をいう。) 

(4) ワークショップ(男女協働サロン等。ファシリテーター(会議進行役)の進行により、市民と市長等及び

市民相互の意見交換並びに多様な共同作業を行い、一定の方向性を合意形成する会議をいう。) 

(5) 審議会等(地方自治法の規定に基づき設置する附属機関及び条例、規則、訓令、要綱等に基づき設

置する協議会、委員会その他の合議制機関をいう。) 

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長等が適当と認める手続 

(市民参加手続の実施等) 

第 7条 市長等は、市民参加手続を実施するときは、対象事項の性質、影響及び市民の関心度を考慮して、

適切な時期に前条に定める方法のうちから、2つ以上の適切な方法を併用するよう努めるものとする。 

2 市長等は、総合計画その他重要な計画の策定等に当たっては、議会及び市の職員の意見等を反映する

機会を設けるものとする。 

3 市長等は、時代に対応した新しい市民参加手続の開発とともに、青少年、障がい者、高齢者等が参加しや

すい環境づくりに努めるものとする。 

  

https://www.city.makinohara.shizuoka.jp/reiki/reiki_honbun/r221RG00000995.html 

「牧之原市政への市民参加に関する条例」で検索 

https://www.city.makinohara.shizuoka.jp/reiki/reiki_honbun/r221RG00000995.html#e000000077
https://www.city.makinohara.shizuoka.jp/reiki/reiki_honbun/r221RG00000995.html#e000000121
https://www.city.makinohara.shizuoka.jp/reiki/reiki_honbun/r221RG00000995.html#e000000115

